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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　燃料電池の直流出力を交流に変換して電動機に出力するインバータと、
　所与の指令信号に従って前記インバータを制御する制御装置と、
　前記電動機の回転速度を検出する速度検出手段と、
　を備え、
　前記制御装置は、前記燃料電池からの出力電力が直接前記インバータに入力されて前記
電動機に供給される主回路システムにおける前記電動機の駆動中に発生する電気的な振動
現象であって、前記燃料電池本体の周囲温度又は前記燃料電池の酸素極に送り込まれる入
気空気温度（以下包括して「燃料電池の温度」という。）の変化によって前記燃料電池の
出力電圧、出力電流及び出力電力の何れか（以下包括して「燃料電池の出力諸量」という
。）が１０Ｈｚ以下で振動する振動現象の、当該振動周波数成分を抽出するために遮断周
波数が設定された二次の位相進み演算処理を当該燃料電池の出力諸量に基づき実行して得
られる補償値をもとに前記指令信号を補償することで前記指令信号に対して二次の位相進
み補償を施す進み補償手段を有して、この進み補償手段により補償された信号に従って前
記インバータを制御し、
　更に、前記進み補償手段が、前記速度検出手段により検出された回転速度が所定の閾値
以上の場合に、当該回転速度が大きい程、前記進み補償を施す程度を大きくさせるゲイン
変更手段を有する、
　電動機制御装置。
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【請求項２】
　所与の指令信号に従って燃料電池の直流出力を交流へ変換して電動機へ出力するインバ
ータと、
　前記指令信号を生成して前記インバータを制御する制御装置と、
　前記電動機の回転速度を検出する速度検出手段と、
　を備え、
　前記制御装置は、前記燃料電池からの出力電力が直接前記インバータに入力されて前記
電動機に供給される主回路システムにおける前記電動機の駆動中に発生する電気的な振動
現象であって、前記燃料電池の温度の変化によって前記燃料電池の出力諸量が１０Ｈｚ以
下で振動する振動現象の、当該振動周波数成分を抽出するために遮断周波数が設定された
二次の位相進み演算処理を当該燃料電池の出力諸量に基づき実行して得られる補償値をも
とに前記指令信号を補償することで前記指令信号に対して二次の位相進み補償を施す進み
補償手段を有し、
　更に、前記進み補償手段が、前記速度検出手段により検出された回転速度が所定の閾値
以上の場合に、当該回転速度が大きい程、前記進み補償を施す程度を大きくさせるゲイン
変更手段を有する、
　電動機制御装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の電動機制御装置であって、
　前記指令信号には、前記電動機を駆動するための指令信号として少なくともｄ軸指令信
号とｑ軸指令信号とが含まれ、
　前記進み補償手段は、前記指令信号に含まれるｑ軸指令信号に対して前記二次の位相進
み補償を施す、
　電動機制御装置。
【請求項４】
　請求項１～３の何れか一項に記載の電動機制御装置であって、
　前記電動機は車両走行用の電動機であり、当該電動機を制御することを特徴とする電動
機制御装置。
【請求項５】
　車両走行用の電動機と、
　燃料電池と、
　前記燃料電池の直流出力を交流へ変換して前記電動機に出力する制御を行う請求項１～
４の何れか一項に記載の電動機制御装置と、
　を具備した車両。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、燃料電池を駆動電源として電動機を駆動制御する電動機制御装置等に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　電動機は、例えば電気車や工作機械、製造設備、リフト類、ファン・ポンプといった種
々の機械装置の動力源として用いられているが、近年では、環境負荷が小さく且つ高エネ
ルギ効率が期待される燃料電池を駆動電源とする電動機制御の研究・開発が盛んに行われ
ている。
【０００３】
　ところで、燃料電池は直流電源であることから、例えばインバータ等で燃料電池の直流
出力を交流に変換して電動機に供給する必要があるが、かかる技術として、例えば次が知
られている。特許文献１には、燃料電池本体とインバータとの間に複数の直流負荷抵抗を
接続するが、燃料電池本体の出力電圧に基づいてその直流負荷抵抗の投入数を可変とする
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ことで、過渡的な直流過電圧の抑制機能を実現する燃料電池発電装置が開示されている。
また、特許文献２には、外気より取り込んだ空気を燃料電池の酸素極に供給するブロアに
対して、燃料電池の電力負荷変動に対応した適正空気風量を発生させることで、空気ブロ
アの無駄な消費電力を抑えて総合的な発電効率の向上を図った燃料電池システムが開示さ
れている。
【特許文献１】特開平９－３０６５３０号公報
【特許文献２】特開平７－２１１３３６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　燃料電池を電動機の駆動電源として用いるためには、燃料電池を駆動システムに適用し
た場合の特性を把握し、把握した特性に適合したインバータ・電動機等から成る主回路シ
ステムを構築する必要がある。そこで、本願出願人が、燃料電池を電気車の一種である鉄
道車両（電車）の駆動システムに適用した場合の特性を把握するため、燃料電池、誘導電
動機を駆動するＶＶＶＦインバータ装置及び制御装置等から成る試験用主回路システムに
て誘導電動機駆動試験を行ったところ、燃料電池の温度（詳細には、燃料電池本体の周囲
温度や酸素極への入気空気温度等）が低下すると、燃料電池の出力諸量（電圧／電流／電
力）に数［Ｈｚ］の振動が生じ、これによって電動機制御系全体に電気的な振動が発生す
ることが判明した。電動機制御系に電気的な振動が発生すると、これによって、騒音や機
械的な振動、過電流による機器損傷等が生じる恐れがある。
【０００５】
　上記事情に鑑み、本発明は、燃料電池の特性に適した電動機制御、詳細には燃料電池の
温度低下によって電動機制御系に発生する振動の抑制が可能な電動機制御を実現すること
を目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、第１の発明は、
　電気車を駆動する電動機（例えば、図１の誘導電動機３０）と、
　燃料電池（例えば、図１の燃料電池システム１０）と、
　前記燃料電池の直流出力を交流に変換して前記電動機に出力するインバータ（例えば、
図１のインバータ２０）と、
　所与の指令信号（例えば、実施形態のｑ軸電流指令Ｉq

*）に従って前記インバータを制
御する制御装置（例えば、図１の制御システム５０）と、
　を備えた電動機制御装置において、
　前記制御装置は、前記所与の指令信号に前記燃料電池出力に基づく所定の進み補償を施
す進み補償手段（例えば、図３の位相進み補償器５９）を有し、この進み補償手段により
補償された信号に従って前記インバータを制御する、
　ことを特徴とする電動機制御装置である。
【０００７】
　この第１の発明によれば、電動機と、燃料電池と、燃料電池の直流出力を交流に変換し
て電動機に出力するインバータと、所与の指令信号に従ってインバータを制御する制御装
置とを備えた電動機制御装置において、制御装置が、インバータを、所与の指令信号に燃
料電池出力に基づく所定の進み補償を施して補償した信号に従って制御することができる
。従って、上述した燃料電池の温度低下によって電動機制御系に発生する振動現象は、燃
料電池の出力電圧が出力電流に比べて遅れる、即ち燃料電池の出力電圧から出力電流まで
が遅れ系となることに起因すると推定されるが、所定の進み補償として例えば二次の位相
進み補償を行うことで、この電動機制御系に発生する振動現象を抑制することが可能とな
る。
【０００８】
　第２の発明は、
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　電動機と、
　燃料電池と、
　所与の出力指令信号に従って前記燃料電池の直流出力を交流へ変換して前記電動機へ出
力するインバータと、
　前記出力指令信号を生成して前記インバータを制御する制御装置と、
　を備えた電動機制御装置において、
　前記制御装置は、前記出力指令信号に前記燃料電池出力に基づく所定の進み補償を施す
進み補償手段を有する、
　ことを特徴とする電動機制御装置である。
【０００９】
　この第２の発明によれば、電動機制御装置と、燃料電池と、燃料電池の直流出力を交流
に変換して電動機に出力するインバータと、出力指令信号を生成してインバータを制御す
る制御装置とを備えた電動機制御装置において、制御装置が、生成した出力指令信号に燃
料電池出力に基づく所定の進み補償を施すことができる。即ち、インバータは、生成され
た出力指令信号に所定の進み補償を施した信号に従って制御されることになる。従って、
上述した燃料電池の温度低下によって電動機制御系に発生する振動現象は、燃料電池の出
力電圧が出力電流に比べて遅れる、即ち燃料電池の出力電圧から出力電流までが遅れ系と
なることに起因すると推定されるが、所定の進み補償として例えば二次の位相進み補償を
行うことで、この電動機制御系に発生する振動現象を抑制することが可能となる。
【００１０】
　また、第３の発明のように、第１又は２の発明の電動機制御装置において、
　前記電動機への流入電力を検出する電力検出手段を更に備え、
　前記進み補償手段は、前記電力検出手段により検出された電力が大きい程前記進み補償
を施す程度を大きくさせるゲイン変更手段を有する、
　こととしても良い。
【００１１】
　この第３の発明によれば、第１又は２の発明と同様の効果を奏するとともに、電動機へ
の流入電力が大きい程、進み補償を施す程度を大きくすることができる。
【００１２】
　また、第４の発明のように、第１又は２の発明の電動機制御装置において、
　前記電動機の回転速度を検出する速度検出手段を更に備え、
　前記進み補償手段は、前記速度検出手段により検出された回転速度が大きい程前記進み
補償を施す程度を大きくさせるゲイン変更手段を有する、
　こととしても良い。
【００１３】
　この第４の発明によれば、第１又は２の発明と同様の効果を奏するとともに、電動機の
回転速度が大きい程、進み補償を施す程度を大きくすることができる。尚ここで、速度検
出手段としては、速度センサを取り付けることで回転速度を直接に検出することとしても
良いし、また、公知の速度センサレスベクトル制御で用いられる速度推定と同様な方法を
用いることで推定することとしても良い。
【００１４】
　第５の発明は、
　電動機と、
　燃料電池と、
　前記燃料電池の直流出力を交流に変換して前記電動機に出力するインバータと、
　前記インバータを制御する制御装置と、
　を備えた電動機制御装置において、
　前記燃料電池出力に所定の振動現象が発生しているか否かを検出する振動検出手段を更
に備え、
　前記制御装置は、前記振動検出手段により振動現象の発生が検出された場合に、前記電
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動機への出力電力を低減させるように前記インバータを制御する出力電力低減制御手段を
有する、
　ことを特徴とする電動機制御装置である。
【００１５】
　この第５の発明によれば、電動機と、燃料電池と、燃料電池の直流出力を交流に変換し
て電動機に出力するインバータと、インバータを制御する制御装置とを備えた電動機制御
装置において、制御装置が、燃料電池出力に所定の振動現象が発生していることが検出さ
れた場合に、電動機への出力電力を低減させるようにインバータを制御することができる
。
【００１６】
　上述した燃料電池の温度低下によって電動機制御系に発生する振動現象は、燃料電池の
出力電圧が出力電流に比べて遅れる、即ち燃料電池の出力電圧から出力電流までが遅れ系
となることに起因すると推定される。従って、電動機として誘導電動機を用いる場合、誘
導電動機には、消費電力が少ない場合には燃料電池の出力電流が遅れていても振動現象が
発生しない特性があるため、燃料電池出力に所定の振動現象が発生した場合に電動機への
出力電力を低減させる、即ち消費電力を低減させるように制御することで、電動機制御系
に発生する振動現象を抑制することが可能となる。
【００１７】
　第６の発明は、
　電動機と、
　燃料電池と、
　前記燃料電池の直流出力を交流に変換して前記電動機に出力するインバータと、
　前記インバータを制御する制御装置と、
　を備えた電動機制御装置において、
　前記インバータ出力に所定の振動現象が発生しているか否かを検出する振動検出手段を
更に備え、
　前記制御装置は、前記振動検出手段により振動現象の発生が検出された場合に、前記電
動機への出力電力を低減させるように前記インバータを制御する出力電力低減制御手段を
有する、
　ことを特徴とする電動機制御装置である。
【００１８】
　この第６の発明によれば、電動機と、燃料電池と、燃料電池の直流出力を交流に変換し
て電動機に出力するインバータと、インバータを制御する制御装置とを備えた電動機制御
装置において、インバータ出力に所定の振動現象が発生していることが検出された場合に
、電動機への出力電力を低減させるようにインバータを制御することができる。
【００１９】
　上述した燃料電池の温度低下によって電動機制御系に発生する振動現象は、燃料電池の
出力電圧が出力電流に比べて遅れる、即ち燃料電池の出力電圧から出力電流までが遅れ系
となることに起因すると推定される。従って、電動機として誘導電動機を用いる場合、誘
導電動機には、消費電力が少ない場合には燃料電池の出力電流が遅れていても振動現象が
発生しない特性があるため、インバータ出力に所定の振動現象が発生した場合に電動機へ
の出力電力を低減させる、即ち消費電力を低減させるように制御することで、電動機制御
系に発生する振動現象を抑制することが可能となる。
【００２０】
　また、第７の発明のように、第５又は６の発明の電動機制御装置において、
　前記燃料電池の周囲温度を計測する温度計測手段を更に備え、
　前記振動検出手段は、前記温度計測手段により計測された温度が所定閾値以下又は所定
閾値未満であった場合に前記振動現象が発生していると推定する推定手段を有する、
　こととしても良い。
【００２１】
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　この第７の発明によれば、第５又は６の発明と同様の効果を奏するとともに、燃料電池
の周囲温度が所定閾値以下／未満であった場合に振動現象が発生していると推定すること
ができる。
【００２２】
　また、第８の発明のように、第５～７の何れかの発明の電動機制御装置において、
　前記電動機への流入電力を検出する電力検出手段を更に備え、
　前記出力電力低減制御手段は、前記電力検出手段により検出された電力が大きい程出力
電力の低減量を大きくさせる低減量制御手段を有する、
　こととしても良い。
【００２３】
　この第８の発明によれば、第５～７の発明と同様の効果を奏するとともに、電動機への
流入電力が大きい程、電動機への出力電力の低減量を大きくさせることができる。即ち、
電動機への流入電力が大きい程、電動機制御系により大きな振動現象が発生すると予測さ
れるため、電動機の消費電力の低減量を大きくさせるように制御することで、電動機制御
系に発生する振動現象をより効果的に抑制することが可能となる。
【００２４】
　また、第９の発明のように、第５～７の何れかの発明の電動機制御装置において、
　前記電動機の回転速度を検出する速度検出手段を更に備え、
　前記出力電力低減制御手段は、前記速度検出手段により検出された回転速度が大きい程
出力電力の低減量を大きくさせる低減量制御手段を有する、
　こととしても良い。
【００２５】
　この第９の発明によれば、第５～７の発明と同様の効果を奏するとともに、電動機の回
転速度が大きい程、電動機への出力電力の低減量を大きくさせることができる。電動機の
回転速度が大きい程、電動機制御系により大きな振動現象が発生すると予測されるため、
、電動機の電動機の消費電力の低減量を大きくさせるように制御することで、電動機制御
系に発生する振動現象をより効果的に抑制することが可能となる。
【００２６】
　また、第１０の発明のように、第１～９の何れかの発明の電動機制御装置において、
　前記電動機は電気車を駆動する電動機であり、当該電気車の電動機を制御することとし
ても良い。
【００２７】
　ここで、「電気車」とは、電気動力（主に、電動機の回転力）によって走行する車両の
ことであり、例えば電車や電気自動車である。この第１０の発明によれば、燃料電池を駆
動電源として駆動される電気車において、第１～９の何れかの発明と同様の効果を奏する
ことができる。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、燃料電池の温度低下によって電動機制御系に発生する振動の抑制が可
能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、図面を参照して本発明を実施するための最良の形態を説明する。尚、以下では、
本発明を、電気車の一種である電車に適用した場合について説明するが、本発明の適用が
これに限定されるものではない。
【００３０】
［振動抑制の原理］
　上述のように、燃料電池で駆動される鉄道車両（電車）等の電動機制御系では、燃料電
池温度が低下すると、燃料電池出力（電圧／電流／電力）に電気的な振動現象が発生し、
これによって電動機制御系全体に電気的な振動が生じることが判明した。これは、燃料電
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池温度が低下した際に生じる現象であることから、燃料電池の特性に起因するものと推定
される。つまり、燃料電池の出力電流が出力電圧に比べて遅れる、即ち出力電流から出力
電圧までの伝達関数が遅れ要素をもつことで生じる現象であると推測される。そこで、本
実施形態では、電動機制御系に二次の位相進み補償（いわゆる、ダンピング補償）を付加
することで制御系全体に生じる振動現象を抑制する。
【００３１】
［主回路構成］
　図１は、本実施形態における鉄道車両を駆動する主回路システムの概略構成を示すブロ
ック図である。主回路システムは燃料電池を動力源としてＶＶＶＦインバータ装置で誘導
電動機を駆動するものであり、主に、燃料電池システム１０と、インバータ２０と、誘導
電動機３０と、制御システム５０と、を備えて構成される。
【００３２】
　燃料電池システム１０は、化学エネルギを電気エネルギに変換して直流電力を発生する
燃料電池から構成される。本実施形態では、電気自動車や定置型電源装置への応用が多く
見られ、実用性が高いと考えられている固体高分子型燃料電池（ＰＥＭＦＣ）により実現
される。燃料電池システム１０による発生電力は、インバータ２０に供給される。
【００３３】
　図２に、ＰＥＭＦＣの原理図を示す。同図に示すように、ＰＥＭＦＣは、電解質として
固体高分子膜を用いており、燃料極には加圧した純水素が、酸素極には加圧した空気が送
り込まれる。燃料極においては、電気化学反応式（１ａ）に示すように、燃料極の触媒作
用により水素が水素イオンＨ+と電子ｅ-とに分離される。水素イオンＨ+は、固体高分子
電解質膜を通過して酸素極に到達し、電子ｅ-は燃料極により取り出されて外部回路へと
供給される。酸素極においては、電気化学反応式（１ｂ）に示すように、外部回路から酸
素極に供給される電子ｅ-と、空気中の酸素Ｏ2と、固体高分子電解質膜を通過して到達し
た水素イオンＨ+とが反応して水が生成される。
【数１】

【００３４】
　尚ここで、燃料電池システム１０の温度とは、燃料電池本体の周囲温度若しくは燃料電
池の酸素極に送り込まれる入気空気温度を意味することとする。
【００３５】
　インバータ２０は、例えばＩＧＢＴ等の半導体スイッチング素子から成る。インバータ
２０は、制御システム５０から入力される制御信号に従ってスイッチング駆動され、燃料
電池システム１０から供給される直流電力を可変電圧／可変周波数の三相交流電力に変換
して誘導電動機３０に供給する。
【００３６】
　誘導電動機３０は、インバータ２０から供給される三相交流電力によって車軸（不図示
）を回転駆動する主電動機（メインモータ）であり、本実施形態では３相交流誘導電動機
で実現される。
【００３７】
　制御システム５０は、パルスジェネレータ４０で検出された誘導電動機３０のロータ周
波数、電流センサ３２ａ、３２ｂによって検出された誘導電動機３０への流入電流（即ち
、インバータ２０からの供給電流）、及び、燃料電池システム１０の出力電圧（詳細には
、燃料電池システム１０とインバータ２０との間に接続されたフィルタコンデンサＣFの
両端電圧）ＶFCに基づいてインバータ２０を制御する。具体的には、制御システム５０は
、燃料電池システム１０の起動後、ある速度までは一定電流で駆動する定トルク制御を行
い、変調率が最大値に達した後は、ｄ軸電流指令をインバータ周波数の（－１）乗で低減
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する弱め磁束制御（弱め界磁制御）を行う。
【００３８】
　図３に、制御システム５０の一例として、すべり周波数形ベクトル制御を行う場合のブ
ロック構成図を示す。同図によれば、制御システム５０は、主に、電流指令演算部５１と
、加算器５２ａ、５２ｂと、電流制御器（ＡＣＲ）５３と、ＰＷＭ制御回路５４と、すべ
り周波数演算部５６と、積分器５７と、座標変換器５８と、位相進み補償器５９と、を備
える。
【００３９】
　Ｆ／Ｖ変換器５５は、パルスジェネレータ４０により検出された誘導電動機３０の回転
数をロータ周波数ωｒに変換して出力する。
【００４０】
　電流指令演算部５１は、Ｆ／Ｖ変換器５５から入力されたロータ周波数ωｒに基づき、
誘導電動機３０を駆動するための電流指令としてｄ軸電流指令Ｉd

*及びｑ軸電流指令Ｉq0
*を演算して出力する。
　加算器５２ａは、電流指令演算部５１から入力されたｑ軸電流指令Ｉq0

*に、位相進み
補償器５９から入力されたｑ軸電流補正指令Ｉqdmp

*を加算して補正し、ｑ軸電流指令Ｉq
*として出力する。
【００４１】
　すべり周波数演算部５６は、電流指令演算部５１から入力されたｄ軸電流指令Ｉd

*及び
加算器５２ａから入力されたｑ軸電流指令Ｉq

*に基づいてすべり周波数ωｓを算出する。
　加算器５２ｂは、すべり周波数演算部５６から入力されたすべり周波数ωｓと、Ｆ／Ｖ
変換器５５から入力されたロータ周波数ωｒとを加算し、一次周波数（インバータ周波数
）ω１として出力する。
　積分器５７は、加算器５２ｂから入力された一次周波数ω１を時間積分し、誘導電動機
３０の回転子角度θ１として出力する。
【００４２】
　座標変換器５８は、電流センサ３２ａ、３２ｂによって検出された誘導電動機３０のＵ
相電流Ｉu及びＶ相電流Ｉvを、積分器５７から入力された回転子角度θ１に基づいてｄｑ
軸座標変換し、ｄ軸成分であるｄ軸検出電流（励磁検出電流）Ｉdと、ｑ軸成分であるｑ
軸検出電流（トルク検出電流）Ｉqとに変換して出力する。尚、ｄｑ軸座標とは、インバ
ータ２０の一次周波数と同一角速度で回転する回転座標系のことである。また、Ｉu、Ｉv

からＩd、Ｉqへの変換式としては、例えば次式が知られている。
【数２】

【００４３】
　電流制御器５３は、電流指令演算部５１から入力されたｄ軸電流指令Ｉd

*と、加算器５
２ａから入力されたｑ軸電流指令Ｉq

*と、座標変換器５８から入力された検出電流Ｉd、
Ｉqとから、次式（３）に従って電圧指令Ｖd

*、Ｖq
*を演算する。

【数３】

【００４４】
　式（３）において、Φｆは誘導電動機３０の界磁磁束である。また、ＣPId（ｓ）及び
ＣPIq（ｓ）は、それぞれｄ軸電流指令Ｉd

*及びｑ軸電流指令Ｉq
*のＰＩ補償器を表し、
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ＨDCd（ｓ）及びＨDCq（ｓ）は、それぞれｄ軸電流指令Ｉd
*及びｑ軸電流指令Ｉq

*の非干
渉化補償項を表す。即ち、電流制御器５３は、電流指令Ｉd

*、Ｉq
*と検出電流Ｉd、Ｉqと

の偏差がゼロとなるようにフィードバック制御を行うとともに、電流指令Ｉd
*、Ｉq

*を用
いてｄｑ軸間の干渉を除去する非干渉化補償を行って電圧指令Ｖd

*、Ｖq
*を演算している

。
【００４５】
　ＰＷＭ制御回路５４は、電流制御器５３から入力された電圧指令Ｖd

*、Ｖq
*を、積分器

５７から入力された回転子角度θ１に基づいて三相の電圧指令ＶU
*、ＶU

*、ＶW
*に変換す

る。そして、変換した電圧指令ＶU
*、ＶV

*、ＶW
*に基づいてインバータ２０のスイッチン

グ素子をオン／オフするためのＰＷＭ制御信号を生成し、インバータ２０に出力する。
【００４６】
　位相進み補償器５９は、燃料電池の温度低下により電動機制御系に発生する電気的な振
動現象を抑制するために挿入される補償器であり、次式（４）に示す伝達関数Ｇd（ｓ）
を有する。そして、位相進み補償器５９は、電圧センサ（不図示）によって検出された燃
料電池システム１０の出力電圧ＶFCに基づく二次の位相進み演算を行ってｑ軸電流補正指
令Ｉqdmp

*を演算する。算出したｑ軸電流補正指令Ｉqdmp
*は、加算器５２ａにてｑ軸電流

指令Ｉq0
*に加算される。

【数４】

【００４７】
　式（４）に示すように、位相進み補償器５９は、２段の一次微分要素５９ａ、５９ｂと
比例要素５９ｃとの直列結合から成る。この伝達関数Ｇd（ｓ）の比例ゲインＫdmpや時定
数ＴD1、ＴD2等が設計事項であり、これを適当に調整することで、制御系の仕様に合った
適切なｑ軸電流指令補正Ｉqdmp

*を得ることができる。尚、各一次微分要素の時定数ＴD1

、ＴD2は、通常、同一値に設定される。
【００４８】
　また、一次微分要素５９ａ、５９ｂは高周波成分のみを通過させるハイパスフィルタで
あるので、出力電圧ＶFCの振動成分（燃料電池の温度低下によって発生する振動成分）の
みが抽出されるように遮断周波数（カットオフ周波数）を適当に設定する、即ち伝達関数
Ｇd（ｓ）のゲイン等を適当に設定することで、出力電圧ＶFCに電気的な振動現象が発生
している場合のみ、位相進み補償器５９から出力される電流補正指令Ｉqdmp

*に値を持た
せ、位相進み補償器５９による補償を有効とすることができる。
【００４９】
［試験結果］
　続いて、上述した主回路システムを用いた１つの試験結果を開示し、燃料電池システム
１０の温度低下によって電動機制御系に生じる電気的な振動現象の抑制として、位相進み
補償器５９による二次の位相進み補償が有効であることを説明する。
【００５０】
　図４、５は、燃料電池システム１０の温度を通常温度よりも低下させて誘導電動機３０
を駆動した場合の試験結果を示す図であり、燃料電池システム１０の起動時（誘導電動機
３０の駆動開始時）から定トルク制御を行っている間（加速時）の試験結果を示している
。図４は、位相進み補償器５９を挿入しない（補償を行わない）場合の試験結果を示し、
同図（ｂ）は、位相進み補償器５９を挿入した（補償を行った）場合の試験結果を示して
いる。また、両図ともに、横軸を共通な時間軸として、上から順に、（ａ）燃料電池シス
テム１０の出力電圧ＶFC、（ｂ）出力電流ＩFC、（ｃ）ｄ軸電流指令Ｉd

*及びｄ軸検出電
流Ｉd、（ｄ）ｑ軸電流指令Ｉq

*及びｄ軸検出電流Ｉq、（ｅ）すべり周波数ωｓ及びロー
タ周波数ωｒ、（ｆ）燃料電池システム１０の出力電力ＰFC、を示している。
【００５１】
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　図４に示す位相進み補償器５９による補償無しの場合と、図５に示す補償有りの場合と
を比較すると、補償有りの場合には、補償無しの場合と比較して各信号の振動が抑制され
ていることがわかる。特に、燃料電池システム１０の出力電圧ＶFC（ａ）、出力電流ＩFC

（ｂ）、ｑ軸検出電流Ｉq（ｄ）、及び、燃料電池システム１０の出力電力ＰFC（ｆ）そ
れぞれについて、振動が大幅に抑制されていることがわかる。このように、燃料電池シス
テム１０の温度低下によって電動機制御系に発生する振動現象の抑制方法として、位相進
み補償器５９による二次の位相進み補償が有効であるといえる。
【００５２】
［作用・効果］
　以上のように、本実施形態の制御システム５０による電動機制御系では、位相進み補償
器５９により、燃料電池システム１０の出力電圧ＶFCに二次の位相進み補償を施してｑ軸
電流補正指令Ｉqdmp

*を生成し、生成したｑ軸電流補正指令Ｉqdmp
*を、電流指令演算部５

１によって演算されたｑ軸電流指令Ｉq0
*に加算して補正している。そして、電流指令演

算部５１により演算されたｄ軸電流指令Ｉd
*と、補正したｑ軸電流指令Ｉq

*とに基づいて
電圧指令Ｖd

*、Ｖq
*を生成し、生成した電圧指令Ｖd

*、Ｖq
*に従ってインバータ２０をＰ

ＷＭ制御している。従って、燃料電池の温度低下によって電動機制御系に発生する振動現
象は、燃料電池の出力電圧が出力電流に比べて遅れる、即ち燃料電池の出力電圧から出力
電流までが遅れ系となることに起因すると推定されるが、燃料電池システム１０の出力電
圧ＶFCに対して二次の位相進み補償を行うことで、この電動機制御系に発生する振動現象
を抑制することが可能となる。
【００５３】
［変形例］
　尚、本発明の適用は、上述した実施形態に限定されることなく、本発明の趣旨を逸脱し
ない範囲で適宜変更可能である。
【００５４】
（Ａ）検出値
　例えば、上述した実施形態では、燃料電池システム１０の出力電圧ＶFCを検出し、これ
を位相進み補償器５９に入力してｑ軸電流補正指令Ｉqdmp

*を演算することとしたが、検
出値を、出力電圧ＶFCに代えて、（ａ）燃料電池システム１０の出力電流ＩFC（若しくは
、フィルタコンデンサＣFに流れる電流）、（ｂ）燃料電池システム１０の出力電力ＰFC

、（ｃ）インバータ２０の出力電圧（若しくは、誘導電動機３０への入力電圧）、（ｄ）
インバータ２０の出力電流（若しくは、誘導電動機３０への入力電流）、（ｅ）インバー
タ２０の出力電力（若しくは、誘導電動機３０への入力電力）、の何れかを検出（或いは
演算）し、これを位相進み補償器５９に入力してｑ軸電流補正指令Ｉqdmp

*を演算するこ
ととしても良い。尚この場合には、勿論、比例ゲインＫや時定数Ｔ等を適切に設定する必
要がある。また、（ａ）燃料電池システム１０の出力電流ＩFCは、燃料電池システム１０
の出力電圧ＶFCを微分することで算出しても良い。
【００５５】
（Ｂ）補正対象
　また、上述した実施形態では、位相進み補償器５９によって演算されたｑ軸電流補正指
令Ｉqdmp

*をｑ軸電流指令Ｉq
*に加算して補正することとしたが、補正対象を、ｑ軸電流

指令Ｉq
*に代えて、（ａ）ｑ軸電圧指令Ｖq

*、（ｂ）１次周波数ω１若しくは回転子角度
θ１、の何れかに加算して補正することとしても良い。尚この場合にも、比例ゲインＫや
時定数Ｔ等を適切に設定する必要がある。
【００５６】
（Ｃ）ｑ軸電流補正指令Ｉqdmp

*の調整
　また、位相進み補償器５９から出力される補正値Ｉqdmp

*に、誘導電動機３０の消費電
力又は回転速度に応じたゲインを乗じることでその値を調整し、高速・大出力時にのみ補
償が有効となるようにしても良い。具体的には、例えば消費電力又は回転速度が所定の閾
値未満なら「０～１」のゲインを乗じ、閾値以上であるならば、消費電力又は回転速度が
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大きくなる程、より大きなゲインを乗じる。
【００５７】
　尚ここで、誘導電動機３０の回転速度は、例えばパルスジェネレータ等の速度センサに
よって直接検出しても良いし、公知の速度センサレスベクトル制御で用いられる推定方法
（誘導電動機３０の出力電圧／電流や定数等から演算する方法）によって得ることとして
も良い。
【００５８】
（Ｄ）補償の方法
　また、上述した実施形態では、検出値（燃料電池システム１０の出力電圧ＶFC）を位相
進み補償器５９に入力して二次の位相進み演算を行うことでｑ軸電流補正指令Ｉqdmp

*を
演算し、これを操作対象（ｑ軸電流指令Ｉq

*）に加算して補正することとしたが、これを
次のようにしても良い。即ち、（１）電動機制御系に振動現象が発生したか否かを検出し
、（２）発生したならば振動を抑制する制御を行う、こととする。
【００５９】
　ここで、（１）振動現象の検出、としては次の方法がある。即ち、（ａ）燃料電池シス
テム１０の出力（電圧／電流／電力）又はインバータ２０の出力（電圧／電流／電力）か
ら、例えば所定のフィルタを通すことで振動成分（燃料電池システム１０の温度低下によ
って発生する振動成分）を抽出する。そして、ある程度以上の振動成分が検出されたなら
ば、振動現象が発生していると判断する。又は、（ｂ）燃料電池システム１０の温度、即
ち燃料電池システム１０の周囲温度若しくは燃料電池の酸素極に送り込まれる入気空気の
温度を計測する。そして、計測温度が電動機制御系に振動現象が発生すると推定される所
定の温度以下／未満であるならば、発生していると判断する。
【００６０】
　また、（２）振動抑制、としては、インバータ２０から誘導電動機３０への出力電圧／
電流を、例えば段階的に落とすことで消費電力を制限し、電動機制御系に発生する振動現
象を抑制する方法が有る。これは、誘導電動機３０は、消費電力がある程度低い（小さい
）場合には、燃料電池システム１０の出力電流ＩFCが出力電圧ＶFCに比べて遅れていても
振動現象が発生しない特性を持っているからである。
【００６１】
（Ｅ）適用対象
　更に、上述した実施形態では、本発明を電車に適用した場合を説明したが、その他の電
気車、例えば電気自動車についても同様に適用可能であるのは勿論である。電気車とは、
電車や電気自動車等の電気力（主に、電動機の回転力）によって走行する車両のことであ
る。また、本発明は、電気車に限らず、電動機を動力源とする機械装置、例えば工作機械
や製造設備、リフト類、ファン・ポンプ等にも同様に適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】主回路システムの構成図。
【図２】固体高分子型燃料電池（ＰＥＭＦＣ）の原理図。
【図３】制御システムによる電動機制御系のブロック構成図。
【図４】位相進み補償器による補償無しの場合の試験結果の一例。
【図５】位相進み補償器による補償有りの場合の試験結果の一例。
【符号の説明】
【００６３】
１０　燃料電池システム
２０　インバータ（ＩＮＶ）
３０　誘導電動機（ＩＭ）
４０　パルスジェネレータ（ＰＧ）
５０　制御システム
　５１　電流指令演算部
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　５２　加算器
　５３　電流制御器（ＡＣＲ）
　５４　ＰＷＭ制御回路
　５５　Ｆ／Ｖ変換器
　５６　すべり周波数演算部
　５７　積分器
　５８　座標変換器
　５９　位相進み補償器
ＶFC　燃料電池システムの出力電圧
ＩFC　燃料電池システムの出力電流

【図１】 【図２】
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